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再
び
電
力
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
今
年
の
夏
。
市
で
は
施

設
全
体
で
１０
％
以
上
の
節
電
に
取
り
組
み
ま
す
。
市
民

の
み
な
さ
ん
や
事
業
者
の
み
な
さ
ん
も
、昨
年
に
引
き

続
き
節
電
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

KW

①家庭 

②大口（大企業や工場） 

③小口（中小企業や商店） 

全需要 
①＋②＋③ 

節電をお願いしたい時間帯 節電をお願いしたい時間帯 

使
用
電
力
量 

　1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24   時 

使用電力量で、平成２２年度比10％以上の節電に取り組みます。市民サービスへの影響から、昨夏に
実施した公民館や図書館などの輪番休館は実施しません。なお昨夏（平成23年7月～9月）は、市施
設全体（旧鳩ヶ谷市施設を除く）で電力量を23.4％、金額にして63,196千円を削減しました。 

「かわぐち節電アクション！」事業所募集 
使用最大電力削減、省エネ対策、エ
コライフスタイルなどの節電アクションを
実施している事業所を表彰します。 
応募資格…市内事業者など 
応募期間…7月2日（月）～8月31日（金） 
表彰・副賞 
最優秀賞（1点）…表彰状・副賞20万
円 
優秀賞（6点）…表彰状・副賞5万円 
応募方法…応募用紙に必要事項を
記入の上、郵送、ＦＡＸまたはＥメール
でお申し込みください。 
応募・問い合わせ… 
産業振興課 工業振興係 
〒332-8601　青木2-1-1 
蘂048-259-9019 
薨048-259-2622 
Ｅメール100.02000@city.kawaguchi.lg.jp

川口市中小企業節電対策設備資金融資 
夏季の節電対策に必要な設備資金
を融資します。 
対象・・・市内の中小企業者など 
申請期間・・・7月2日（月）～9月28日（金） 
　　　　　（ただし融資総額に達し
　　　　　次第締め切り） 
融資総額・・・20億円 
融資限度額・・・1事業者1億円以内 
貸付期間・・・12年以内　 
利率・・・0.5％ 
保証・・・原則として付する（別途保証
　　　 料がかかります） 
問い合わせ・・・経済総務課金融係　
　　　　　　　　蘂048-258-1647

※エアコンの設定温度を上げすぎたり、使用を控えすぎたりすると熱中症になる危険がありま
す。無理のない節電を心がけてください。（経済産業省の資料を元に作成） 
　　 

ちょっとした工夫をするだけで、節電に効果的な方法がたくさん
あります。できることから始めてみましょう。 

節電メニュー 機器等 

エアコン 
室温28℃を心がける。 
すだれやよしずなどで窓からの日差しを和らげる。 
無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。 

10％ 
10％ 
50％ 

設定温度を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をできるだけ 
減らし、食品を詰め込みすぎないようにする。 
（食品の傷みにご注意ください。） 

温水のオフ機能、タイマー節電機能を利用する。 
上記の機能がない場合、使わない時はコンセントからプラグを抜く。 

日中は不要な照明を消す。 

省エネモードに設定する。 
画面の輝度を下げ、見る時以外は消す。 

2％ 

5％ 

2％ 

早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊いて、 
冷蔵庫や冷凍庫で保存する。 

2％ 

リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切る。 
長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。 

2％ 

いずれかで 
1％未満 
 

冷蔵庫 

照　明 

テレビ 

温水洗浄便座 

ジャー炊飯器 

待機電力 

節電効果 

平日9時から 
20時に節電を 

◆事業所の節電を応援します。 ◆家庭でできる節電対策 

◆今夏、本市施設で10％以上の節電に取り組みます。 

夏の電力需要の特徴は、日中（１３時から１６時頃）
に最大ピークとなる傾向にあり、この時間帯の節
電が重要となります。 

節電
 

節電
 

家庭や事業所の
節電対策の詳細は 

http://setsuden.go.jp

節電の 
ポイント 

水道施設 

川口駅前ペデストリアンデッキ 

キュポ・ラ（行政施設） 

オートレース場 

グリーンセンター 

緑化センター 

科学館 

青木町公園総合運動場 

庁舎 
（本庁舎・分庁舎・第二庁舎・ 
鳩ヶ谷庁舎） 

●照明 
・執務室、廊下、トイレ等の照明減灯　 
・始業前および昼休みの消灯（窓口等を除く） 
●空調 
・個別空調を含め室温28℃に設定 
●ＯＡ機器 
・パソコン、プリンター、コピー機の省電力設定 
・使用していない電気機器の電源プラグを抜くことに 
　よる待機電力の削減 
●クールビズ 
・5月7日から10月14日までノーネクタイの軽装で勤務 

（本庁舎）エレベーター2基のうち1基停止 
（鳩ヶ谷庁舎）エレベーター2基のうち1基停止 
（本庁舎・分庁舎・第二庁舎・鳩ヶ谷庁舎）節電実施の 
庁内放送 

・本庁舎　管財課 
　048-258-1249 
 
・分庁舎　教育総務課 
　048-258-1258 
 
・第二庁舎　福祉総務課 
　048-259-7929 
 
・鳩ヶ谷庁舎　建設管理課 
　048-280-1226 
 
・その他の施設については 
　各施設へ 
　 

048-251-6893

048-262-8431

048-296-4021

048-281-2319

048-251-4376

川口駅前行政センター　048-227-7600

道路維持課　048-280-1214

水道総務課　048-258-4132

8・9月の月1回、プール、野球場および庭球場のナイター 
利用を休止 

夏休み期間（7月21日～8月31日）を除く7月と9月の 
木曜日、プラネタリウム投影を休止 
エレベーター2基のうち1基停止 

・7・8月、滝・大噴水を終日休止 
・流水プールの火曜日休場 
発売窓口数を確保の上、使用投票所数の削減 

エレべーター3基のうち1基停止 

土・日曜日、祝日を除く13時から16時まで、エスカレーターを停止 

取水ポンプの運転を抑制 

市の全施設 

施設名 ７月～９月の対策 問い合わせ 

問い合わせ…政策審議室　蘂048-259-7674　薨048-254-1367
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